
障害福祉サービス利用までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※申請から受給者証交付までにかかる期間の目安（新規の場合） 

 ・障害支援区分認定を要するサービス…1.5か月～2.5か月前後 

・障害支援区分認定を要しないサービス…1か月～2か月前後 

（計画案の作成状況・進捗状況により、上記以上に時間がかかることもあります。） 

 

 

 

 

 

★サービス申請には、下記のいずれかと、本人確認書類（マイナンバーカード等）が必要です。 

①障がい者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳） 

②自立支援医療(精神通院)受給者証 

③指定難病受給者証  

④精神・難病の場合のみ、医師の診断書でも可 

（精神については、ICD-10コードを記載するなど精神障害者であると確認できるもの）    等 

 

①申請 

市障がい福祉担当課にサービス利用の相談・申請します。 

・サービスによって、障がい支援区分や年齢等、条件があります。 

・介護保険対象者は、介護保険サービスが優先されます。 

②サービス等利用計画案の作成 

希望の指定相談支援事業所を決めて面談予約→面談・契約→計画案の作成。 

③聞き取り調査 

本人や家族などと面談し、心身の状況や生活環境などについて調査を行います。 

②③は前後しても可 

④障害支援区分認定 ※障害支援区分認定を要するサービスの場合に必要。 

聞き取り調査結果および、主治医意見書をもとに、障害支援区分等審査会で、

審査・区分認定されます。 

⑤支給決定・受給者証交付 

サービス等利用計画案や、障害支援区分（区分が必要なサービスの場合）をもとに、

障害福祉サービスの支給量などを決め、決定通知と受給者証を送付します。 

⑥サービス利用 

希望のサービス事業所と利用契約の上、サービス利用開始します。 

この間に… 

 

障害福祉サービス

事業所を検討 

↓ 

事業所に連絡し、 

見学の予約・ 

利用の相談 

   ↓ 

見学 

↓ 

事業所を決める 

【問い合わせ先】筑紫野市生活福祉課障がい者福祉担当 

 TEL：092-923-1111  FAX：092-923-5230 



＜参考＞ 

 
出典：厚生労働省ホームページ「障害福祉サービスについて」内、障害福祉サービスの概要 １サービスに係る自立支援給付等の体系より 

 

●障害支援区分認定が必要なサービス一覧 ※障害支援区分以外にも、各サービスで利用要件があります。 

サービス 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 

居宅介護 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

重度訪問介護    〇 〇 〇 

行動援護   〇 〇 〇 〇 

短期入所 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

療養介護 ※重症心身障がい者又は進行性筋萎縮症患者等は、区分５以上 〇 

生活介護 ※50 歳以上は、区分 2 以上 〇 〇 〇 〇 

重度障害者等包括支援      〇 

施設入所支援 ※50 歳以上は、区分 3 以上 〇 〇 〇 

同行援護   〇 〇 〇 〇 

共同生活援助(グループホーム) ※入浴・排せつ・食事等の介護を伴う場合や、グループホームの種類によっては、区分が必要 

 

●利用者負担について…世帯の収入状況に応じて負担上限月額を決定します。 

所得区分 世帯の収入状況 負担上限月額 

生活保護・低所得 生活保護受給世帯・市民税非課税世帯 0円 
一般 1 市民税課税世帯（所得割１６万円未満） 

※収入が概ね６７０万円未満の世帯が対象 

※入所施設利用者（２０歳以上）、グループホーム利用者を除く 

9,300円 

一般 2 上記以外 

※市民税課税世帯の入所施設利用者（２０歳以上）、グループホーム利用

者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般２」 

37,200円 

※世帯の範囲：・１８歳以上の障害者(施設に入所する１８、１９歳を除く) …障害のある方とその配偶者 

        ・障害児(施設に入所する１８，１９歳を含む)        …保護者の属する住民基本台帳での世帯 

※障害支援区分がなくても利用可能。区分３以上支援加算が必要な場合は、区分が必要 


